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値上げ議会始まる
２３日(木)午前１０時、本会議が開会（市長の施政方針・議案上程、説明）し、
３月２日(木)に、本会議が再開され、代表・議案質疑、一般質問が行われます。

３月　２日（木）―　７日（火）　午前１０時  　　本会議（代表・議案質疑、

委員会付託、請願上程・補足説明、一般質問）
８日（水）―１０日（金）
午前１０時　　常任委員会、予算特別委員会分科会
　　２１日（火）　午前１０時　　予算特別委員会全体会
２７日（月）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）
追加議案上程、質疑・討論・採決後、閉会
当初の提出議案は、７６議案と報告４つ
平成２９年度一般会計予算をはじめとする来年度特別会計・企業会計予算１０議案、今年度補正予算９議案（住宅新築資金等貸付事業を除く）、条例の制定３議案、条例の廃止３議案、条例の一部改正５０議案（内、３７議案が使用料・手数料の見直し）、契約の締結１議案（大山田東小学校の増築工事請負）です。
【条例の制定】情報公開条例、個人情報保護条例、情報システム整備基金条例。
【条例の廃止】調整池維持管理基金条例、長島町下水道整備基金条例、多度町ふるさと文化基金条例。
【条例の一部改正】
（１）見直し３７議案　市民会館(＊)（全面改正の為条例の制定に)、多目的ホール、新西方コミュニティセンター、多度東部多目的集会所、多度南部コミュニティプラザ、多度北部コミュニティセンター、手数料条例(＊)、総合福祉会館、長島福祉健康センター、福祉センター、多度すこやかセンター、隣保館、斎場(＊)、輪中の郷（産業活性化センター）(＊)、輪中の郷（ふるさとセンター）、漁業交流センター(＊)、駅前複合公共施設、長島水辺のやすらぎパーク、都市公園、市営駐車場、自転車等駐車場、長島防災コミュニティセンター、消防手数料、市立幼稚園、公民館、図書館、大山田コミュニティプラザ、スター２１、プレイルーム、長島ふれあい学習館、陽だまりの丘生涯学習交流センター、教育集会所(＊)、体育施設(＊)、博物館(＊)、六華苑、水道事業給水(＊)、下水道条例。
注：(＊)は、使用料等の見直し以外の変更が含まれています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
（２）その他１３議案（改正内容）　①行政手続き…個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（法の改正）②公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（下水道事業団を追加）③職員の育児休業等に関する条例（範囲の拡大）④職員の勤務時間、休暇等に関する条例（分割取得）⑤職員の配偶者同行休業に関する条例（延長）⑥職員給与条例（扶養手当を減額し子ども手当に）⑦市税条例（税率変更等）⑧国保税条例（医療と後期の限度額２万円アップ）⑨廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（違反に罰則）⑩介護保険条例（１号保険者が土地を譲渡した場合の保険料算出に対する控除）⑪火災予防条例（公表制度）⑫放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（用語の意義の見直し）⑬スポーツ推進審議会条例（名称の変更等）
各種手数料や使用料、上下水道料金の値上の問題の他にも、駅西・益生駅の無料駐輪場の廃止、市民農園廃止、市民農業塾廃止、障害福祉の改悪（ガソリン補助が半額に）、サンファーレ北館売却等々が予算書や方針の中に隠されています。しっかりと議案書・諸計画をみて、議会に望んで行きます。
請願２件が提出されました。

「戦争法の廃止を求める桑名市民の会」から請願第１号「『テロ等準備罪』創設についての意見書」を国会等に提出を求める請願書と「新婦人の会桑名支部」から請願第２号こども医療助成の窓口無料（現物支給）を求める請願です。いずれも日本共産党桑名市議団の２人が紹介議員になっています。
３月８日(水）の総務安全、教育福祉常任委員会に付託が予定されています。是非、傍聴をお願いします。（各議員がどの様な態度を取るか注目下さい。）
今議会の星野公平の一般質問は、 ① 行財政改革について（使用料および手数料の見直しに係る基本指針、値上げ関係、その他の見直し） ② 都市計画について（駅周辺整備と立地適正化計画、西別所北部土地区画整理事業の後始末） ③ 教育問題について（小中一貫教育、指導要領の改訂）等々を予定しています。

国会　安倍首相の｢日米同盟第一｣の追随ぶり

日米首脳会談を受けた国会審議の中で、安倍首相は「日本の立場としてはトランプ米大統領と親密な関係をしっかりとつくり、世界に示していく。それしか選択肢はない」と「日米同盟第一」の追随ぶりを明らかにしました。
「信頼関係」　腹わって一緒に仕事できる　　　　　　　　　　　　　ｐ人権軽視、排外主義的な姿勢を取るトランプ米大統領に対し各国首脳が距離を置くなか、安倍首相は、「個人的信頼関係を確立できた」「人の話をよく聞き、決断が速い。腹を割って一緒に仕事ができる相手だと確信した」「ルールをしっかり守る。マナーもしっかりしている」と親密ぶりを隠そうともしません。　　　　野党側からは、７カ国市民などに対する「入国制限令」をめぐり「欧州各国の首脳も批判的立場を明らかにする中、黙認の態度をとり蜜月ぶりをアピールする姿は異様だ」「アンチも多い大統領と親密な関係になることは、あわせて安倍首相にも厳しい目が向けられる」などと苦言が出ました。
「軍事」　武器購入は米雇用に貢献　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ米国との同盟強化の意義を問われたのに対し、安倍首相は北朝鮮のミサイル発射などをあげて「共同で日本を守るのは米国だけ。この能力を持っている、あるいは報復するのも米国だけ」と主張し、核攻撃を含む「報復」にまで言及しました。さらに米国製の兵器購入が、同盟強化につながるとともに、「結果として米国の経済や雇用にも貢献する」と発言。国民の税金をつぎこんで米軍需産業への貢献をもくろむ重大答弁です。
「沖縄」　辺野古唯一を画期的と自画自賛　　　　　　　　　　　　　ｐ沖縄問題について、安倍首相は、「辺野古が唯一の解決策と共同文書に入ったのは有意義であり画期的だ」と言い、運用期限が２０１９年２月に迫る沖縄県の普天間基地について「翁長知事は根本のところで全く協力いただけない。期限までの運用停止が難しい状況だ」と開き直った上で、名護市辺野古の新基地建設を対米誓約したことを“成果”として誇りました。
「経済」　２国間ＦＴＡ恐れていない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ会談の焦点だった経済分野での日米間の２国間協議、米国の「ＴＰＰ」離脱決定に対する質問に、安倍首相は、「２国間の自由貿易協定（ＦＴＡ）を恐れているわけではない」「２国間であれ多国間であれ、日本の国益をしっかりと守る」と述べ、米国主導の交渉を受け入れる姿勢を示しました。
南スーダンＰＫＯ「日報」の隠蔽問題で稲田防衛大臣、
「共謀罪」法案の質問封じ等で金田法務大臣、

の辞任が求められています。

隠蔽体質の安倍政権　憲法破壊・国会軽視
陸上自衛隊が派兵されている南スーダンが危険な戦闘状態にあることを記した文書を隠していた稲田防衛大臣。国民の内心を処罰の対象とする「共謀罪」（テロ等準備罪）法案について“質問封じ”を求める文書を配った金田法務大臣。安倍政権の隠蔽体質が極まっています。共通するのは憲法破壊と国会軽視の姿勢です。安倍政権が進める政治そのものに問題の根源があります。

陸上自衛隊派兵部隊の日報には、２７０人以上が死亡した昨年７月の南スーダンの首都ジュバでの大規模戦闘について、戦車や迫撃砲が戦闘に使われ、陸上自衛隊宿営地周辺でも戦闘が起きていたことが記されていました。ジュバでの大規模戦闘の生々しい実態が防衛省に報告されていたことが明らかとなったのです。　　　　　　　　ｐところが、稲田防衛大臣は日報発見後も、ジュバで起きたのは戦闘ではなく「武力衝突」だと言い張り、理由として戦闘と認めれば「憲法９条上の問題になる」と答弁しています。南スーダン派兵が憲法に反することを認めたようなものです。　　　ｐ防衛省は当初、日報を廃棄したと説明。昨年１２月末にデータが「発見」された後も１カ月以上明らかにせず、国会でも廃棄を前提とした答弁が繰り返されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日報廃棄の是非をただした１月２４日の日本共産党の志位委員長の衆院代表質問に、安倍首相は関係法令や規則に基づいて取り扱っているので問題ないと答弁していました。憲法が「国権の最高機関」と定める国会に、政府が偽りの答弁をしていたのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野党の追及に稲田防衛大臣は、代表質問の時点では日報の存在は知らなかったと言い訳に終始しました。たまらず“救援”に駆けつけた安倍首相は「志位さんの質問は破棄を前提にしていた｣｢聞かれたことにしか答えられない」などと詭弁を弄しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ防衛省は日報の“黒塗り作業”に時間がかかって報告が遅れたといいます。日報の存在を隠したうえ、隠しきれなくなったとみるや資料を黒塗りにする二重の隠蔽で、担当閣僚として資格はありません。

ｐ「共謀罪法案」をめぐる予算委員会での野党の追及に耐えられなくなると、政府が法案を提出していない段階での質疑をやめるよう求める文書を配布。法執行をつかさどる法務大臣が憲法の「三権分立」の原則を侵し、政府が国会審議に介入する異常な行為です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ金田法務大臣は、文書については撤回したものの、法案提出前を口実にした答弁拒否の姿勢は依然変えていません。野党側の質問に答えられず、答弁も二転三転。これ自体、閣僚の適格性が問われています。　　　　　　　　　　　　　　　　【金田法務大臣】「（質問封じの文書の撤回・謝罪だけでは事態を収拾できないと問われ）ただいまのご意見に対しては、私はちょっと、私の頭脳というんでしょうか、ちょっと対応できなくて申しわけありません｣[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２７７　　　２０１７年　　　２　月　２３　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































